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2023年1月現在

タイ気候変動法 (草案) :最新の状況

草案作成担当部署

(2018年より配属)

• 天然・資源環境省

• 天然資源・環境政策室

1. GHG排出削減、影響の軽減や気候変動への適応のための気候変動の課題への対処。

2. 気候変動への適応と回復に関する国家能力の向上を計画するよう締約国に求めているUNFCCCとパリ協定の下での

国際的義務を遵守し、GHG排出削減目標を設定する。

3. 最終的に期待される成果 : 公的データ開示と政策策定のためのGHG排出目録、GHG削減計画の実施に関する政

府機関の監視メカニズム、長期的な気候変動予測のメカニズム、セクター別の影響評価、公衆への影響の早期警告

草案は8章56節で構成されている

第1章：総則

第2章：国家気候変動政策委員会

第3章：気候変動の国内ロードマップ

第4章：GHGのデータ

経済メカニズム : 排出権と資金調達メカニズム

セクター別目標の設定 : セクター別の温室効果

ガス（以下、GHG）排出削減量を設定する

現在の草案に予想される修正

(閣議決定について)

同法の施行 : 任意規定から義務規定への移

行

担当部 気候変動法（草案）の構成

第5章：GHGの削減

第6章：気候変動への適応

第7章：援助及び振興措置

第8章：罰則

気候変動法（草案）の趣旨
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タイ気候変動法提案 (1/2)
2021年現在のドラフト – 次の承認ステップの前にドラフトが修正されることが確認されている (2023年第2四半期内に予定)

章
節

No.
主な概要

1 総則 7 - 11

個人の権利と国家の義務

• [7] 気候変動対策と気候への影響に関する個人と公共の権利

• [8] 国家の義務 (1) 予測、気候変動リスクの評価;(2) 気候目標の設定;(3) 研究開発の推進;(4) 気候変動

を防止・緩和するための経済・社会・環境政策を形成する

• [9] すべての気候関連計画の策定は利害関係者と協議しなければならない

• [10] マスタープラン、GHG削減、気候適応の実施に関連する機関への国家予算

2
国家気候変動政策委

員会
12 – 20 • 【12-20】 委員会及び事務局のメンバー、役割、責任

3
気候変動の国内ロード

マップ
21 – 24

• [21-24] 計画の策定、時間枠、状況の更新、気候目標、ロードマップ実施計画、パートナーシップ、予算計画、

監視、評価、報告を含む計画の構造;レビューサイクル

4 GHGのデータ 25 – 30

• [25] 国のGHG排出量データベース及びプラットフォームを構築し、一般に公開する

• [26-28] 民間セクターからのデータを含め、関係省庁の収集権を設定し、商品に対するGHG排出量を報告す

る。

• [29-30] データの機密性

5 GHGの削減 31 - 34
• [32-33] GHG排出削減行動計画の策定と行動計画の構築

• [34] (政府機関のうち) 要件に沿ったコンプライアンス違反や非開示に対する報告・執行

法案は8章56節で構成されている (詳細は後述) 。 この草案は閣議決定のために修正中である。
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タイ気候変動法提案 (2/2)
2021年現在のドラフト – 次の承認ステップの前にドラフトが修正されることが確認されている (2023年第2四半期内に予定)

章
節

No.
主な概要

6 気候変動への適応 35 – 45

Part 1 : 気候変動見通し及び気候リスクと影響の評価

• [35-37] :中央の気候データを管理し、一般に開示するために関係機関の責任を設定する:予測される気温

変化と雨量;気候変動リスクと水管理、農業、食料安全保障、観光、公衆衛生、生息地、人間の安全保

障への影響

• [38-39] リスク評価のためのデータ統合、報告およびデータ収集 (民間および公共セクターから) における関連

政府機関の役割を設定する。Part 2 : 気候変動適応計画

Part 2 : 気候変動適応国家行動計画

• [40-42] 適応計画の主要な検討事項と構成

• [43] 高リスク/高影響地域における自治体レベルの行動計画策定のための公開

• [44-45] 行動計画に沿ったコンプライアンス・不開示の報告要件と執行 (政府機関に適用)

7 援助及び振興措置 46 - 47 • [46-47] 資金援助を受けることができる事業・取組の目的と報告要件

8 罰則 48 - 53 • [48-53] コンプライアンス違反と報告義務に対する罰則に関する規定。 (罰金)

法案は8章56節で構成されている (詳細は後述) 。 この草案は閣議決定のために修正中である。
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タイムラインと関連する進捗状況
(2023年1月現在)

2020年9月~10月

ONEP主催公聴会

2021 2022 2023

2021年1月

• 法改正委員会、天然資源環境省認定

2021年3月

• 国家気候変動政策委員会承認

2022年3月

• 財務省からのフィードバック

次のステップ
(2023年第二四半期中に予定)

• 閣議決定案を提案する

2022年12月

• 気候変動・環境部の設置

2022年11月 (COP 27)

• タイ国が第2回更新版のNDCをUNFCCCに提出

• タイ国が長期低GHG排出開発戦略 (LT-LED) をUNFCCC

に提出

2021年11月 (COP 26)

タイ国が新たな気候変動目標を誓約

• 2065年までにネットゼロ

• 2050年までにカーボンニュートラルを

実現
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タイの気候に関する公約と現状

タイの状況

Graphic Source: Thailand’s Fourth National Communication, UNFCCC 2022, referenced in Thailand LT-LEDS (Nov 2022)

1. タイの国家戦略 (2018-2037年)

【2018年発表】

2. 気候変動マスタープラン (2015-2050)

【2015年発表】

3. 第2回更新版の各国が自ら決定する貢献(NDC)

【2022年11月発表】

4. 長期低GHG排出開発戦略 (LT-LED)

【2022年11月発表】

5. タイの国家適応計画

【2018年発表】

現状タイの気候に関する公約 (2022年11月)

主要な気候変動対策

ネットゼロ目標:2065年まで

カーボンニュートラル目標:2050年まで

気候緩和目標:(第2次更新版のNDC、2022)

• 2030年までにBAU*レベルと比較して30%削減または

• (条件付き目標) 40%削減:

技術開発および技術移転、資金源、能力開発支援への適切か

つ充実したアクセスを条件とする。

*2005年基準(BAU 2030:約555 MtCO 2 e)

2050年に

180-200

MtCO2e

2030年に

389 MtCO2e

(条件付き)

2030年に

333 MtCO2e

タイのGHG排出量推移

2018年GHG排出量 (LULUCFを除く)

• GHG総排出量 : 373 MtCO2e

• 年平均増加率 : 2.34%。

• CO 2の純除去量 : 85MtCO2e

• 純GHG排出量 : 287MtCO2 e

• 年平均増加率 : 2.01%

https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20201012111719.pdf
https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2019/07/CCMP_58-93_TH.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Thailand%202nd%20Updated%20NDC.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Thailand%20LT-LEDS%20%28Revised%20Version%29_08Nov2022.pdf
https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2019/07/NAP.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Thailand%202nd%20Updated%20NDC.pdf
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